
算
定
方
式
変
更
は
１
月
19
日
の
厚

生
委
員
会
に
区
か
ら
報
告
が
あ
り
ま

し
た
。
国
保
料
は
加
入
者
全
員
が
支

払
う｢

均
等
割｣

と
所
得
に
応
じ
た

｢

所
得
割｣

か
ら
な
り
、
所
得
の
少
な

い
方
は
均
等
割(

所
得
に
よ
り
３
段

階
で
減
額)

の
負
担
だ
け
で
す
。

今
回
の
変
更
は
所
得
割
に
つ
い
て

住
民
税
に
所
得
割
率
を
か
け
て
保
険

料
を
算
出
す
る
方
式(

住
民
税
方
式)

か
ら
、
所
得
を
基
準
と
し
た
方
式

(

旧
た
だ
し
書
き
方
式)

へ
変
更
す
る

も
の
。
こ
れ
に
よ
り
所
得
の
少
な
い

方
々
の
18
・
５
％
が
所
得
割
の
増
額

や
新
た
に
所
得
割
を
負
担
す
る
必
要

が
で
て
き
ま
す
。
共
産
党
が
値
上
げ

し
な
い
よ
う
申
し
入
れ(

ウ
ラ
面)

し

た
後
に
、
課
税
標
準
額
２
０
０
万
円

以
下
で
値
上
げ
幅
が
大
き
い
方
へ
の

軽
減
策
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
ニ
ュ
ー
ス

へ
の
ご
意
見
や

ご
質
問
を
お
寄

せ
く
だ
さ
い
。

23
区
区
長
会
が
２
０
１
１
年
度
か
ら
国
民
健
康
保
険
料
の
算
定
方
式
の
変

更
を
決
定
し
ま
し
た
。
区
は｢

税
制
改
正
の
影
響
を
受
け
に
く
い
安
定
的
な

方
式｣

｢

幅
広
い
世
帯
が
負
担
す
る
方
式｣

と
説
明
し
ま
す
が
、
改
定
内
容
は

低
所
得
者
に
よ
り
保
険
料
を
負
担
さ
せ
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

国保料 を変更
低所得層に負担増｡2年間だけ軽減

＜計算例＞ 品川区国保医療年金課の資料をもとに作成

２人世帯(うち扶養１人)で
給与収入３００万円の場合

① 現行の保険料 (住民税方式)

年１３９,７５８円
↓

② ２０１１年度 (｢旧ただし書き方式｣に変更)

年１５４,０２９円
(経過措置により２年間は減額)

↓

③ ２０１３年度 (経過措置による減額が終了)

年１６６,７０７円

現行より年２６,９４９円も増額に！

2011年度に
｢所得割｣で

日本共産党品川区議会議員

事務所 品川区豊町6-2-1 ℡3786-6674

2010年1月31日 №693
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日本共産党品川区議団ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞは 共産党 品川

毎年のように値

上げされる国民

健康保険料。

しかも、収入の

少ない層に値上

げが集中するの

は大問題です。

値
上
げ
は

ヤ
メ
テ
！

算定

方式



１
．
来
年
度
の
特
別
区
国
民
健
康
保

険
料
に
つ
い
て
は
、
区
民
に
こ
れ
以

上
の
負
担
を
課
さ
な
い
た
め
引
き
上

げ
は
お
こ
な
わ
な
い
こ
と
。
特
別
区

の
国
民
健
康
保
険
料
の
賦
課
方
式
の

見
直
し
に
よ
る
保
険
料
の
負
担
増
は

お
こ
な
わ
な
い
こ
と
。
検
討
段
階
か

ら
、
情
報
公
開
と
区
民
参
加
で
す
す

め
る
こ
と
。

２
．
診
療
報
酬
の
引
き
上
げ
な
ど
国

の
施
策
に
伴
う
負
担
増
に
つ
い
て
は
、

国
に
必
要
な
財
源
措
置
を
求
め
る
こ

と
。
ま
た
国
庫
負
担
を
増
や
し
計
画

的
に
１
９
８
４
年
水
準
に
戻
す
よ
う

国
に
働
き
か
け
る
こ
と
。
東
京
都
に

対
し
て
、
保
険
料
の
引
き
上
げ
を
抑

制
す
る
た
め
の
補
助
金
な
ど
財
政
支

援
を
求
め
る
こ
と
。

３
．
特
別
区
国
民
健
康
保
険
料
の
徴

収
猶
予
及
び
減
免
の
規
定
の
基
準
を

緩
和
し
、
低
所
得
者
、
収
入
激
減
者

な
ど
に
適
応
す
る
こ
と
。

４
．
特
別
区
国
民
健
康
保
険
に
か
か

る
医
療
費
の
一
都
負
担
金
の
徴
収
猶

予
及
び
減
免
の
規
定
の
基
準
を
緩
和

し
、
医
療
が
必
要
な
低
所
得
者
に
も

適
用
を
広
げ
る
こ
と
。

５
．
短
期
証
・
資
格
証
発
行
の
義
務

規
定
削
除
を
国
に
求
め
る
と
と
も
に
、

保
険
証
は
無
条
件
で
全
世
帯
に
発
行

し
証
保
留
・
留
め
置
き
は
な
く
す
よ

う
申
し
合
わ
せ
る
こ
と
。

以
上

国
民
健
康
保
険
料
値
上
げ

や
め
、
安
心
の
制
度
に
！

日
本
共
産
党
東
京
都
委
員
会
と
23
区
議
員
団
は
１
月
６
日
、
区

長
会
会
長(

多
田
正
見
江
戸
川
区
長)

に
、
国
民
健
康
保
険
料
の
引

き
上
げ
を
や
め
、
安
心
し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
制
度
に
す
る
よ

う
申
し
入
れ
ま
し
た
。
申
し
入
れ
は
要
旨
次
の
と
お
り
で
す
。

共産党
申入れ

(１）募集住宅

①単身者向住宅２２６戸、②単身者車いす使

用者向住宅４戸、③シルバーピア住宅３４戸、

④ポイント方式で募集する住宅１２９０戸、

⑤事業再建者向定期使用住宅１０戸

(２）申込書配布期間

２月１日(月)～２月１０日(水)まで

(３）申込書配布場所 区役所都市計画課、各

地域センター、文化センター

(４)休日相談（いずれも午前10時～午後4時）

２月６日(土)荏原文化センター

２月７日(日)きゅりあん３階

２月 都営住宅
入居者募集のお知らせ

※品川生活と健康を守る会主催
の入居相談会の問い合わせは
℡3773－2391へ。

ご希望の
方は忘れ
ずにお申
し込みく
ださい。

ハイチ大地震 被災者募金
日本共産党は下記で受け付けます。

○ 郵便振替 ００１７０－７－９８４２２

○ 口座名義 日本共産党中央委員会

※通信欄に｢ハイチ｣と明記願います。

法律相談は２月１９日(金)

みやざき克俊事務所
電話３７８６-６６７４

無
料

生活相談は
随時受付

区政懇談会のお知らせ
２月２４日から区議会第１回定例会

(予算議会)が始まります。日本共産党

品川区議団は下記のとおり区政懇談会

を行いますのでご参加ください。

日時：2月５日(金) Pm６:３０～

会場：荏原第5地域センター

共産党区議団のアンケートにご協力ください


